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確定申告とは1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額と税額等を自分で計算し、
税務署に申告する手続きをいいます。

確定申告が必要な人（税金の納付）
・不動産を売却し譲渡益が出た人
・個人事業や不動産賃貸業を営み、一定の所得がある人
・年収が2000万円を超えるサラリーマン など

確定申告をすることが出来る人（税金の還付）
・医療費がたくさんかかった人
・マイホームを購入し、住宅ローンを組んだ人
・株式の譲渡損を株式の配当金と相殺する人 など
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第１章 確定申告とは
１. 確定申告とは

確定申告書の提出期限

◆税金を納めなければいけない方

所得税の確定申告書は、所得の生じた年の翌年２月１６日から３月１５日までの間に、住所地の所轄税務署に

提出しなければなりません。

   ◆税金の還付を受ける方

住宅ローン控除や医療費控除など税金の還付申告を行う方は、１月１日 から確定申告書の提出が可能となります。

※2024年分の所得税の確定申告期間は

2025年2月17日（月）～2025年3月17日（月）



[ポイント]
・妻や子の年間所得が48万円（令和7年以降は58万円）を超える場合、夫は配偶者控除

や扶養控除が受けられなくなります。
・不動産賃貸に係る所得については、契約・入金等の形式ではなく、不動産の所有者（持

分）に対して課税されます。

年間所得 ５００万円

１／２ １／２

夫 妻

共有で所有する
不動産の賃貸

【所得税・住民税等の税金の計算】

所得２５０万円

夫 妻

所得２５０万円

夫も妻も確定申告と納税が必要

持分

第１章 確定申告とは
2. 共有で所有する不動産の賃貸

3税理士法人スマートシンク
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・所得 ＝ １年間のもうけの合計。 ※分離課税となる譲渡所得などを除く（P7参照）

・所得控除 ・・・扶養親族がいるなどの個人的な事情を税負担の上で考慮する

（例）扶養控除、障害者控除、配偶者控除、医療費控除、小規模共済掛金控除など

・超過累進税率・・・もうけが大きくなるにつれて、段階的に税金が高くなる

所得税額

課税される所得金額 税率 控除額

～ 195万円以下 5％ ―

～ 330万円以下 10％ 9.75万円

～ 695万円以下 20％ 42.75万円

～ 900万円以下 23％ 63.60万円

～ 1,800万円以下 33％ 153.60万円

～ 4,000万円以下 40％ 279.60万円

4,000万円超 ～ 45％ 479.60万円

所得 税率 － 控除額

・所得税の速算表（令和6年）

（例）課税所得金額（※）が500万円の場合

500万円×20％－42.75万円

＝ 57.25万円 

（注）平成25年1月1日から25年間、復興特別所得税として2.1％上乗せされます。

所得控除

（※）課税所得金額＝所得－所得控除

－ ×＝

3.

4

第２章 所得税の計算方法
1. 所得税計算方法と税率

利子所得…主に銀行利息

配当所得…主に株式配当

不動産所得…家賃収入

事業所得…個人事業の利益

給与所得…サラリーマンの給料

退職所得…退職金

山林所得…林業の所得

譲渡所得…資産売却利益

一時所得…臨時的な収入

雑所得…その他のモノ

税率

税率

控除額

控除額



(税率）

50％

40％

30％

20％

１0％

15.105％

20.21％

30.42％

33.483％

43.693％

50.84％

（参考）所得税・住民税の合計税率表

0円 195万円 330万円   695万円   900万円 1800万円 4000万円（課税所得） 

※復興特別所得税を考慮。

55.945％

5税理士法人スマートシンク



①所得税 ５％～４５％（超過累進税率）

②住民税 一律１０％

③個人事業税
（事業的規模）

（不動産所得－290万円）×５％

（参考）各種税金と最高税率

6税理士法人スマートシンク
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●ふるさと納税とは

①ふるさと納税

ふるさと納税先の自治体

②受領証と返礼品

④申告年分の
所得税額を還付

③確定申告

⑤申告情報を共有

⑥ふるさと納税をもとに翌年分の住民税を減税

「納税」とありますが、その実質は都道府県や市区町村に対する寄付金であり、納税ではありません。都道県や市区町村
に寄付をした場合には、寄付金控除という税制上の優遇を受けることができます。

限度額はあるものの、寄付した金額から２，０００円を除いた全額が所得税と住民税から控除されるため、本来は国と自分
が住んでいる地域の自治体に納めることになる税金の一部を、別の自治体に納めているのと同様の状況となっています。

税務署

ふるさと納税をした人
お住まいの市区町村

《イメージ》

第２章 所得税の計算方法
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2. ふるさと納税制度（寄付金控除）
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不動産を 売却（譲渡）した場合

■譲渡所得 を申告します。

■総合課税の所得とは分けて課税します。（＝ 分離課税 ）

不動産を 賃貸 した場合

■不動産所得 を申告します。

■他の所得と合算する 総合課税 です。

（計算式）

譲渡所得  

＝ 売却金額 － 取得費 － 譲渡費用

×

第1・2表

譲渡所得の内訳書

税額 ＝ 譲渡所得 × 税率

第３表

累進税率

所得

所得控除

収入

総合課税

3. 所得税の計算方法（総合課税と分離課税）

第２章 所得税の計算方法
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サラリーマンオーナーは、不動産所得に対する税金が高くなるため注意しましょう。

不動産所得
100万円

（賃料収入－必要経費）

≪不動産所得が100万円の場合の所得税≫

不動産所得に適用
される税率が高く
なり、税金の負担大

サラリーマンオーナーの所得が高い場合の対策

① 修繕を定期的に行うことで早期に経費化

② 青色申告の特典を活用する
  ・青色申告特別控除（原則として10万円）
  ・少額減価償却資産の特例 など

100万円×５％

＝ ５万円 

給与所得
700万円

不動産所得
100万円

（賃料収入－必要経費）不動産所得と
給与所得を
合計して税率
（５％～45％）
を適用する

100万円×23％

＝ 23万円 

専業オーナー サラリーマンオーナー

５％

23％

※上記シュミレーションはセミナー用の事例です。実際に対策を行う場合には、必ず事前に専門家までご相談ください。

第２章 所得税の計算方法
4．サラリーマンオーナーの所得税

9税理士法人スマートシンク
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損益通算

損益通算とは、所得税額の計算上、不動産所得などについて生じた損失について、他の所得（給
与所得など）と相殺することをいいます。つまり、その損失分だけ所得金額を圧縮することができ、納
税額を減らす効果ももたらします。

ただし、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうち、土地等を取得するために要
した借入金の利息の額がある場合には、その損失額のうち土地等を取得するために要した借入金
の利息に相当する額は損益通算できません。

不動産所得
△２００万

給与所得
８００万

所得金額
６００万

△２００万

損
益
通
算 (注) 不動産所得の損失

のうち土地購入分にか
かる支払利息が60万円
ある場合

所得金額
６６０万

△１４０万

損益通算のイメージ

第２章 所得税の計算方法
5．不動産所得で損失が生じた場合
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令和6年分の不動産所得の金額の計算上、損失の金額が200万円生じた場合
（借入金利息が損失の金額より小さい場合）

●損益通算の対象とならない利子の額
200万円 ＞ 60万円 ∴ 生じなかったものとみなされる金額60万円

●令和6年分の総所得金額
給与所得 損益通算できる損失の額
800万円 － （200万円 － 60万円） ＝ 660万円

土地借入金の利子

60万円

その他の経費

損失の金額

200万円

総収入金額

損益通算対象外

損益通算対象

第２章 所得税の計算方法
6．不動産所得で損失が生じた場合（土地負債利子の扱い）
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平成25年7月から「不動産所得を

有する方」を対象に「決算書の内
容」や「不動産の利用状況」につ
いて文書照会することを国税庁よ
り税理士会に通達がありました

不動産所得を有する方の申告内容に
誤りのある事例が非常に多いため、
適正な申告をしてもらうために実施

お尋ねについては、行政指導なので回答の義務はありませんが、回答しないことで税務署か
らの調査のリスクが高まりますので、回答しておくことをお勧めいたします。
  今後、不動産所得の申告は、修繕費と資本的支出に代表されるように非常に特殊な判断を要
するものが多いです。
平成26年1月以降は白色申告者の方についても取引の記帳と帳簿の保存が義務化されまし

た。今までは自分で適当に申告されていた方も、今後は税務署からの厳しい行政指導を受ける
リスクが高まっております。

また、不動産を所有しているけど申告していない方にも 「利用状況のお尋ね」 が
届いており、申告漏れがないかもチェックされています。

第３章 賃貸オーナーの不動産所得の計算方法
1. 不動産所得のお尋ね

12税理士法人スマートシンク
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不動産所得 収入金額 必要経費

収入金額になるもの 収入金額にならないもの

家賃・地代
（未収含む）

敷金・保証金

権利金・更新料・礼金

共益費

敷金・保証金のうち
返還を要しないもの

必要経費になるもの 必要経費にならないもの

借入金のうち利息部分 借入金のうち元本部分

固定資産税、事業税 所得税、住民税

管理会社への管理費 自宅にかかる経費

広告宣伝費

共用部分の水道光熱費

税理士への報酬

立退料

損害保険料
（その年に対応するも

の）

貸倒損失

減価償却費

修繕費（資本的支出除く）

＝ －

13

－

青色申告特別控除額
最大 10万円 （区分マンション1室からも可）

or

最大 65万円 （5棟10室、事業的規模の場合）

第３章 賃貸オーナーの不動産所得の計算方法
2. 不動産所得の計算方法



入居者が滞納しても、大家さんは家賃を受け取ったものとして納税義務があります。

家賃を回収できなかったら？

一定の要件を満たせば、貸倒損失として未収家賃を経費にすることができます。

経費にする要件は？

法律上の貸倒れ
  ・会社更生法又は金融機関等の更生手続等による未収債権の切捨て
  ・債権者集会等の協議決定による未収債権の切捨て
  ・債務者に対する書面による債務免除

（※債務超過の状態が相当期間継続し、返済不能の場合に限る）

事実上の貸倒れ
・債務者の資産状況、支払能力等からみて全額回収できないことが明らかな場合

（※担保物がない場合に限る）

形式上の貸倒れ
・債務者との取引停止後1年以上経過している場合 （※担保物がない場合に限る）
・売掛債権の総額が取立費用に満たない場合において督促しても弁済がない場合

貸倒処理をするには貸し倒れの事実を証明する書類の準備が必要となります。

事業的規模の貸付が必要となります。 14

第３章 賃貸オーナーの不動産所得の計算方法
3. 滞納家賃

税理士法人スマートシンク
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◎必要経費とは賃貸収入を得るために直接要した費用の額
・修繕費（資本的支出に該当するものを除きます）
・損害保険料（掛け捨てのもので、その年分のみ）
・不動産会社への管理手数料・管理会社への管理費
・入居者募集のための広告宣伝費
・減価償却費
・固定資産税・都市計画税・事業税・収入印紙
・立退料
・共用部分の水道光熱費
・土地の購入・建物の建築の借入金金利（事業開始後支払部分）
・その他雑費（掃除、消耗品代等）

収入金額と同様に翌年１月に支出した１２月分の経費は「未払費用」として計上

第３章 賃貸オーナーの不動産所得の計算方法
4. 必要経費になる費用・ならない費用

◎必要経費にならない費用（家事費）
・生活費等 食費、病院代、自宅の家賃、自宅の電話代・ガス代・水道料、家族旅行代などです。
・税金等 所得税、住民税、相続税、贈与税、その他事業に関係のない税金です。
・保険料等 国民健康保険料、国民年金保険料、生命保険料などです。
・交通反則金、罰金、加算税や延滞税など



税理士法人スマートシンク

※携帯電話の通話料等、私的なものと事業上のものが混ざっている場合には利用明細
書などで事業上の通話料を区分してから必要経費にする。合理的な按分割合があるの
であれば根拠も記載しておく。店舗や事務所と住宅が一体になっている場合には、固定
資産税や家賃などは、床面積などの基準で按分する。

16

賃貸併用住宅のように1つの建物に賃貸用と自己居住用の両方がある場合には、床面積
などの基準で按分し賃貸用部分のみ経費計上する!!

第３章 賃貸オーナーの不動産所得の計算方法
5. アパート経費を認めてもらうには？

家事関連費と事業上の経費の区分はしっかり

⇒必要経費として認めてもらうには証拠をきちんと保存しておくこと！
 税務署につまらない疑いを掛けられないために‥‥

【気をつけるポイント】
① 飲食代は、場所、相手先、担当者、人数などがはっきりわかるようにしておく。
② ゴルフ等に招待されて支払ったプレー代については、招待状なども保管しておく。
③ 中元・歳暮は送り先の明細表も保管しておく。
④ 香典・祝い金等は、通知や招待状に支払った金額を記入して保管する。
⑤ ①～④については、現金出納帳にも相手先等を記入しておく。



（例）

収入 収入 収入

耐用年数４７年

支出
費用配分

１年目 ２年目 ３年目

2,350万円

50万円 50万円 50万円 50万円

４７年目

収入

収入と費用を対応させるために、耐用年数に応じた費用を配分させる。

減価償却費とは？

耐用年数は税法で決められている。

（例）建物 木造＝22年 鉄骨造＝27年（※） 鉄筋コンクリート造＝47年

※鉄骨の太さにより異なる。

【減価償却費の計算式】
定額法＝購入代金×法定耐用年数に応じる償却率
定率法＝前年末時点の未償却残高×法定耐用年数に応じる償却率
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第４章 賃貸不動産の減価償却
1. 減価償却費の概要

税理士法人スマートシンク



税理士法人スマートシンク

【減価償却の方法には定額法と定率法がある】

定額法

価値

時間

価値

時間

定率法

（1年目）100万円×0.167＝167,000円 （1年目）100万円×0.333＝333,000円

（２年目）（100万円－33.3万円）×0.333＝222.111円

最終的に計上できる減価償却費の総額は同じだが、
初期に多額の償却費が計上できるので定率法の方が有利と言われている。

第４章 賃貸不動産の減価償却
2. 減価償却方法

（例）耐用年数6年の場合

（2年目）100万円×0.167＝167,000円
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税理士法人スマートシンク

47年（RC・SRC）土地 2,000万円

建物
3,000万円

購入時 5,000万円

平成19年3月31日以前に取得した建物の場合：
（旧定額法）

平成19年4月  1日以降に取得した建物の場合：
（定額法）

30,000,000円 × 0.9 × 0.022 ＝ 594,000円

30,000,000円  × 0.022 ＝ 660,000円

建物価格 償却率 減価償却費

減価償却費の計算

耐用年数
定額法

償却率

旧定額法

償却率

木造 22年 0.046 0.046

軽量鉄骨 27年 0.038 0.037

鉄筋コンクリート 47年 0.022 0.022

建物の構造等

事業用

賃貸マンション(居住用)

減価償却費は、

取得日（いつ取得したか？）

構造、建物価格 で決まる。

第４章 賃貸不動産の減価償却
2. 減価償却方法

19



税理士法人スマートシンク

【減価償却の変更は届出が必要】

原則
（特に届出を行わない）

特例（※）
（定率法を選択する旨の届出を行う）

定額法

定率法

（※）平成10年4月１日以後に取得した建物

平成28年４月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物は定額法のみしか選択できない

定率法を選択する場合には下記の期限までに、

「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出しなければなりません。

・賃貸事業を始めた初年度‥‥最初の確定申告の申告期限まで

・上記以外の年度‥‥変更しようとする年の３月１５日まで

第４章 賃貸不動産の減価償却
3. 減価償却方法の届出

20



税理士法人スマートシンク 21

◆中古資産を取得した場合の取り扱い（耐用年数）
中古資産を取得した場合には・耐用年数を合理的に見積もることとされていますが、

以下に説明する簡便法により計算した耐用年数を使用することができます。

〈法定耐用年数を全部経過したもの〉

（法定耐用年数）×20／100

〈法定耐用年数を一部経過したもの〉

（法定耐用年数－経過年数）＋（経過年数）×20／100

※1年未満の端数は切り捨て、上記の計算による年数が2年未満のときは2年とします。

〈簡便法による残存耐用年数の計算例①〉

法定耐用年数47年（RCマンション）の資産を48年8ヶ月経過後に取得した。
47年×20％＝9.4年→9年
※1年未満の端数の切り捨ては最後に行います。

〈簡便法による残存耐用年数の計算例②〉
法定耐用年数47年（RCマンション）の資産を3年8ヶ月経過後に取得した。
（47年－3年8ケ月）＋3年8ヶ月×20％＝564月－44月＋44月×0.2＝528.8月
＝44.06年→44年
※1年未満の端数の切り捨ては最後に行います。

ケーススタディ②

第４章 賃貸不動産の減価償却
4. 中古資産を取得した場合の耐用年数



税理士法人スマートシンク 22

一時に経費計上してよい出費 資産計上すべき出費

・ 不動産取得税
・ 登記費用
・ 印紙税
・ ローン手数料
・ 保証料（期間按分）
・ 火災保険料（期間按分）

・ 仲介手数料
・ 固定資産税の精算金
・ 地質調査費
・ 測量費
・ 建築確認申請の費用
・ 土地の造成、改良費用
・ 住民対策費
・ 借入金の利子で事業開始前の期

間にかかるもの
・ 地鎮祭・起工式費用

【一時に経費計上できる出費は出来るだけ経費計上する】
新規に賃貸アパートを購入したり、建設した場合、建物の購入や建設に要した

出費は建物の取得費として資産計上しなければなりません。

ただし、建物の購入や建設に要した出費のうち、一部の出費については資産
計上せずに、全額支払い時の経費にすることができます。

第５章 賃貸不動産の取得費
1. 経費計上するもの、資産計上するもの



税理士法人スマートシンク

売買契約書に土地・建物の区分が明記されていません。どのように区分するのでしょうか？

土地と建物の価格が総額で記載されている場合の、土地建物の区分方法について

特別の規定はありません。合理的な算定方法であればよいとされています。

① 消費税から建物価格を逆算する。

建物価格 ＝ 消費税額 ÷消費税率10％（8％または5％ または3％） ＋ 消費税額

土地価格 ＝ 土地・建物の合計額 － 建物価格

※消費税率は購入時の税率で計算してください。

・平成 元年４月１日 ～ 平成 ９年 ３月３１日 … ３％
・平成 ９年４月１日 ～ 平成２６年 ３月３１日 … ５％
・平成２６年４月１日 ～ 令和 元年 ９月３０日 … ８％
・令和 元年１０月１日 ～    … １０％

② 建築標準単価による方法

建物価格 ＝（新築時の）建物の標準的な建築価額表による価格 － 減価償却費

③ 土地 と 建物 の固定資産税評価額の比率で按分する。

④ 土地の時価 を算定し、残りを 建物価格 とする。

付近に取引事例が多く、その評価に客観性がある場合に採用できます。

土地価額 は地価公示価格を参考にする方法なども考えられます。

第５章 賃貸不動産の取得費
2．土地・建物の区分方法（土地・建物の明記がされていない場合）
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税理士法人スマートシンク

消費税から建物価格を逆算する。

建物価格 ＝ 消費税額 ÷ 消費税率（10% ,８％ ,５％, ３％） ＋ 消費税額

＝ 900,000円 ÷ ３％ ＋ 900,000円

＝ 30,900,000円

※消費税率は購入時の税率で計算してください。

・平成 元年４月１日 ～ 平成 ９年 ３月３１日 … ３％

・平成 ９年４月１日 ～ 平成２６年 ３月３１日 … ５％

・平成２６年４月１日 ～ 令和元年 9月30日 … ８％

・令和元年10月1日 ～   …    10％

不動産売買契約書

売買価額 50,900,000円
（うち消費税     900,000円）

*******************

*******************

（売主）● 不動産

（買主）東京太郎

減価償却費の基となる建物価格を求めましょう。

契約日 平成4年7月1日
引渡日 平成5年3月3日

*******************

消費税額から建物価格を逆算する。

第5章 賃貸不動産の取得費

事 例

3．ケーススタディ①
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第５章 賃貸不動産の取得費

土地価格 ＝ 土地・建物の合計額 － 建物価格

＝ 50,900,000円 － 30,900,000円

＝ 20,000,000円



税理士法人スマートシンク

投資用不動産 ：区分マンション

売買価額 ：３，０００万円 減価償却費の基となる建物価格を求めてみましょう。

土地・建物の内訳：契約書に記載なし

住所 新宿区西新宿●－●－●
所有者

氏名 野村　太郎
（名称）

地　積　㎡ 平成28年度価格（円）
▲▲区×××町●－●－●

所在等 800,000,000
登記地目　宅地 登記地積　500.00
現況地目　宅地 現況地積　500.00

適用 共有持分 １００分の１

上記のとおり証明します。 第●●●●●号
平成28年7月4日
東京都▲▲都税事務所長

固　定　資　産　（　土　地　・　家　屋　）　評　価　証　明　書

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊

住所 新宿区西新宿●－●－●
所有者

氏名 野村　太郎
（名称）

地　積　㎡ 平成28年度価格（円）
▲▲区×××町●－●－●

所在等 家屋番号　●●－●－●●● 12,000,000
建物番号　●●● 登記地積　79.90

現況地積　79.90

種類　居宅

適用 構造　鉄筋コンクリート
屋根　陸屋根
地上　１階

敷地権　所有権

上記のとおり証明します。 第●●●●●号
平成28年7月4日
東京都▲▲都税事務所長

固　定　資　産　（　土　地　・　家　屋　）　評　価　証　明　書

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ ＊＊＊

東京太郎 東京太郎
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第５章 賃貸不動産の取得費
3．ケーススタディ②



税理士法人スマートシンク

固定資産税の評価証明書に記載されている土地と建物の評価額で売買価額を按分します。

マンションの場合に、土地の評価額欄にマンション敷地全体での評価額が記載されているときは、

区分所有割合（共有持分）を乗じて、持分に応じた土地評価額を算出する必要があります。

① 土地価格 ＝ 売買価額※2 ×

② 建物価格 ＝ 売買価格※2 ×

（※1）マンション等で敷地全体での評価額の場合；

土地評価額＝敷地全体評価額 × 区分所有割合（共有持分）

（※2）売買価額には、仲介手数料、固都税精算金を含む。

土地評価額※1

土地評価額※1＋建物評価額

建物評価額

土地評価額※1 ＋建物評価額

８００万円
８００万円※＋１，２００万円

1,2００万円
８００万円※＋１，２００万円

① 土地価格＝３，０００万円 ×

＝１，２００万円

② 建物価格＝３，０００万円 ×

＝１，８００万円

※土地評価額＝ ８億円 ×１／１００ ＝ ８００万円 ※計算の簡便上、一部の金額表記を万円単位としています。
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第５章 賃貸不動産の取得費
3．ケーススタディ②



①取得価額

 土地、借地権の部分を含めていないか？

 仲介手数料等の諸経費も計上しているか？

②償却方法と耐用年数（償却率）

 平28.4.1以降取得の附属設備・構築物は定額法

 種類や新築中古に応じた年数か？

【減価償却のチェックポイント】
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第５章 賃貸不動産の取得費
4． 減価償却費の計算 書き方

出典：国税庁

税理士法人スマートシンク



税理士法人スマートシンク

固定資産につき
支出した費用

使用可能期間を延長
させる部分

支出時における時価
を増加させる部分

通常の維持管理に要
する部分

通常の原状回復に要
する部分

資本的支出

修 繕 費

資産計上（減価償却費）
耐用期間で損金算入

支出時に
損金算入

建物本体

残存期間ではなく47年で償却

支出
残22年

資本的支出

1,000万円 × 0.022 ＝ 22万円／年

（例）築25年の収益物件（鉄筋コンクリート造：耐用年数47年）の修繕費のうち1000万円が資本的支出になった場合。

25年経過

【どちらに該当するかの基準】
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第６章 修繕費と資本的支出
1．修繕費と資本的支出



税理士法人スマートシンク

→ 全額必要経費

固定資産の修理・改良などのために支出した金額のうち、その固定資産の通常の維持管理のため、
又は災害などにより毀損した固定資産につき、その原状回復に要すると認められる部分の金額

(例)・通常の外壁の塗り替え
・汚れた畳の表替え
・現に使用している土地の水はけをよくする等のために砂利を敷く費用

（1）修繕費

→ 固定資産として計上（減価償却を通じて経費算入）

固定資産の修理・改良などのために支出した金額のうち、その固定資産の価値を高め、

又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額

(例) ・建物の避難階段の取付けなど物理的に付加した部分に係る費用
 ・居住用から賃貸用へ用途変更した際の改造又は改装に直接要した費用

       ・機械の部品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合の
         その取替えに要すると認められる費用を超える部分の金額

（2）資本的支出

第６章 修繕費と資本的支出
1．修繕費と資本的支出
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税理士法人スマートシンク

一の修理
・改良等
の支出額

20万円未満

20万円以上

周期の短い費用
 （おおむね3年以内）

その他の費用

実質判定で修繕費

その他の区分不明の
支出額

区分不明の部分が
ある災害等復旧費

実質判定で資本的支出 

区分不明額が60万円
未満または取得価額
のおおむね10％以下

の場合

上の適用を受けない
もの

支出総額×30％

支出総額×70％

支出総額の30％と
取得価額の10％と
のいずれか少ない
金額（継続適用）

上記以外の金額

修
繕
費

資
本
的
支
出

○資本的支出に該当しても20万円未満ならすべて修繕費
○３年以内の周期で修繕・改良等が行われているものはすべて修繕費
○金額にかかわらず明らかに修繕といえるものは全額修繕費
○区分不明なものは、60万円未満または取得価格の10％以下ならすべて修繕費

《ポイント》

※注意点 事業を開始する前の支出は全て資産計上

第６章 修繕費と資本的支出
2．形式基準のフローチャート
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税理士法人スマートシンク

① 新築の場合、建物本体と附属設備に分けて早期に経費化

※ 建物本体より附属設備のほうが償却年数が短い

② 青色申告の特典を活用する

  ・青色申告特別控除（65万円（55万円） 又は 10万円）
  ・青色専従者給与
  ・少額減価償却資産の特例

・損失が発生した場合の3年間繰越控除

③ 修繕を定期的に行うことで早期に経費化
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第７章 不動産賃貸の節税方法
1. 概要



出典：国税庁

特別控除額
65万円の方

（事業的規模）

⇒①②③④
    の提出が必要

それ以外の方

⇒①②③
の提出が必要

【青色申告決算書】

① ②

③ ④
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第７章 不動産賃貸の節税方法
2. 青色申告の特典を活用する

税理士法人スマートシンク



税理士法人スマートシンク

第７章 不動産賃貸の節税方法
2. 青色申告の特典を活用する
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青色申告とは

＜税制上の様々な特典を受けることができます＞

※ 賃貸開始から２ヶ月以内 又は 青色申告を始める年の３月15日までに
「青色申告承認申請書」の提出が必要です。

特典① 青色申告特別控除

事業的規模（注1） それ以外

特別控除額 65万円（注2） 10万円

（注1）事業的規模とは、独立家屋でおおむね5棟以上 又は アパートなど
独立した室数がおおむね10室以上の規模の貸付をいう。

（注2）複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を
損益計算書とともに確定申告書に添付する必要があります。

青色申告特別控除は

マンション１室の賃貸からでも

要件を満たせば 使えますが、

その場合、特別控除額の上

限は10万円です。また、事業

的規模でも仕訳帳等の電子

帳簿保存又は確定申告を電

子申告していない場合には、

55万円控除。

青色申告とは、帳簿に日々の取引を記帳し、その帳簿に基づいて申告すること
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白色申告の場合、実際に支払った給与の金額にかかわ

らず、配偶者は86万円、子供は50万円までしか必要経費

にできませんが、青色申告の場合には、労働に対する対

価として相当であると認められた金額の範囲内であれば、

支給した給与の額全額が必要経費になります。

2. 青色申告の特典を活用する

特典② 青色専従者給与

青色申告者と同一生計の配偶者や15歳以上の親族で、アパート経営に専ら
従事している人に支払った給与は、必要経費に算入できます。

【要件】

① 事業的規模（5棟10室基準）の貸付であること
② アパート経営に専ら従事していること（６ヶ月超働いていること）
③ 「青色専従者給与に関する届出書」 を適用を受ける年の3月15日までに

税務署へ提出すること（1月16日以降に事業を始める場合は、２ヶ月以内）
④ 届出書に記載された範囲内の金額で支払われていること
⑤ 労務の対価として適正な金額であること

（注） 青色専従者給与は、配偶者控除や扶養控除と併用できません。

第７章 不動産賃貸の節税方法

34
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特典③ 少額減価償却資産の特例

30万円未満の備品等を購入した場合には、購入時に全額を経費とすることが
できます。

【要件】

① 青色申告の事業者であること（事業的規模であることを要しない）
② 1年間当たりの少額減価償却資産の合計が300万円までであること

 ⇒300万円を超えた場合は、300万円の部分までが特例の対象
③ 2026年（令和8年）3月31日までに取得したものに限られます。(2024税制改正で延長）
④ 確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付すること。

 ただし、青色申告決算書の「減価償却費の計算欄」に必要事項を記載し、
少額減価償却資産の取得価額の明細を保管している場合には、
明細書の添付に代えることができます。

35

第７章 不動産賃貸の節税方法
2. 青色申告の特典を活用する

少額の資産の損金算入方法まとめ

Ⓐ10万円未満は損金算入

Ⓑ20万円未満の一括償却資産（3年間の均等償却）

Ⓒ30万円未満「少額減価償却資産の損金算入」の特例

⇒ Ⓒを選択した場合は、償却資産税（合計150万円未満は免税）の対象となります。
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【減価償却費の計算欄への必要事項の記載例】

① ②③

出典：国税庁

必要事項の記載がないと
特例を受けることができな

いためご注意ください。

※未償却残高は、譲渡時の取得費になります。

【必要事項】
①少額減価償却資産の取得価額の合計額 
②租税特別措置法第28条の2を適用する旨
③少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管している旨

36

第７章 不動産賃貸の節税方法
2. 青色申告の特典を活用する
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１年目 ２年目 ３年目 ４年目

収入 500万円 600万円 600万円 600万円

経費 △300万円 △300万円 △350万円 △300万円

修繕費 △800万円

所得 △600万円 300万円 250万円 300万円

繰越控除 △300万円 △250万円 △50万円

差引所得 △600万円 0円 0円 250万円

【要件】
  ① 損失（赤字）が発生した年度において、期限内に青色申告していること
 ② 損失が発生した年度の翌年以降、連続して申告していること

37

第７章 不動産賃貸の節税方法
2. 青色申告の特典を活用する

特典④ 純損失の繰越控除

その年に生じた損失を翌年以後3年間繰り越して翌年以後に発生した所得額
（黒字の金額）と相殺することができます。
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マンションオーナーに関係する届出書は下記のとおりです。
青色申告に関しないものもいっしょに確認しておきましょう。

提出期限

新規オーナー 既存オーナー

個人事業開業の届出書 開業から1ヶ月以内 ―

青色申告の承認申請書 開業から2ヶ月以内
その年3月15日

（前年の確定申告期限）

青色事業専従者給与の
  届出書

専従してから2ヶ月以内
その年3月15日

（前年の確定申告期限）

減価償却資産の
償却方法の届出書

開業した年の翌年3月15日
（開業年の確定申告）

変更しようとする年の3月15
日まで

38

第７章 不動産賃貸の節税方法
3. 青色申告等の届出
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① 省力化 → 家賃収入は建物毎に専用口座を作る  →自動振り込み、口座振替の徹底活用

② 入金した、使ったその場で書く → 通帳にどんどん書き込む  →記憶が新しいうちにメモを残す習慣作り

③ 資料をなくさない → 管理会社からの送付資料、税金の納付書、領収書それぞれバインダーで管理

※同じ作業を二度繰り返さない、出来る限り自動化する努力の積み重ねがよい結果を生みます！

1. 資料整理と帳簿作成について

第８章 賃貸経営の資料整理術と帳簿作成術

・管理は委託、帳簿は手抜きで立派な金融商品

・家賃受け取りはすべて一冊の普通預金に振込入金しましょう

・経費は自動支払い制度を利用しましょう 

・納税は自動振替にしましょう

・事業専従者などの給与振込口座も金融機関は同じに

・源泉所得税の支払いは年2回払いにしましょう

① 家庭用パソコンで伝票起票、現金・預金出納帳作成、確定申告書作成、消費税計算まで出来る！

② かなり本格的な機能があっても１万円前後で買える

③ 伝票起票さえすれば現金・預金出納帳作成、合計残高試算表、決算書まで作成出来る

コンピューターソフト利用のススメ

※簡単・迅速に決算資料が作成出来るので経理の省力化に大きく貢献！

※データを電子保存出来るので紙の節約にもつながります！ 39

資料整理に必要な3要素
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法人に移転させた所得
減少した不動産オーナーの所得

 【所得の減少により所得税の負担が減少】

会社設立前の不動産オーナーの所得
【超過累進税率のため税金の負担が高い】

法人を設立し所得を分散

子や孫に役員報酬を支給
（所得税対策・相続税納税資金対策）

オーナーの金融資産の増加を防止できる
（相続税対策）

対

策

前

対

策

後

会社設立のイメ－ジ

第９章 法人化による賃貸経営

40

1. 会社を設立して賃貸経営を効率化
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相続までに時間があるか？

判断①

Ｙｅｓ

相続税の納税があるか？

判断②

かなりある

Ｎｏ

ほとんどない

分散できる所得（課税所得1,000万円以上）と
分散できる親族がいるか？

判断③

いる

法人化を検討

いない

法
人
化
を
す
る
メ
リ
ッ
ト
が
低
い
た
め
個
人
事
業
を
継
続

年齢・財産・所得・家族の状況など、個別の事情により有利不利が異なります。
法人化の前には必ず専門家によるシミュレーションを行い、法人化のメリットがあるか確認をしてください。

2. 法人化の判断基準

41

第９章 法人化による賃貸経営
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消費税は、課税事業者が行った国内取引に対して課される税金です。

（※）個人事業者については、平成25年分以降、上記判定の他、下記の判定が加わります。

前年の1月1日から6月30日までの期間の課税売上高及び給与等支払額の合計額が1,000万円超 ⇒ 課税事業者

➢ 課税事業者 ・・・・・・・ 前々年（２年前）の課税売上高が1,000万円超

➢ 免税事業者 ・・・・・・・ 前々年（２年前）の課税売上高が1,000万円以下

＜個人事業者の場合＞

２０２４年２０２３年２０２２年

課税事業者 or 免税事業者
課税売上高

前々年

2023年
1/1

2023年
6/30

課税売上高等

（例）2024年分 個人事業者の消費税納税義務の判定

課税売上

・店舗・事務所賃貸収入
・駐車場収入
・事業用建物売却収入

非課税売上

・居住用賃貸収入
・地代（借地料）収入
・マイホ－ムの売却収入

第１０章 消 費 税
1. 消費税課税事業者の判定

42



.

インボイス制度では、これまで仕入税額控除が認められていた、
免税事業者・消費者からの仕入れの仕入税額控除ができなくなります。

家賃￥7700

課税
事業者

課税
事業者

※登録事業者

免税事業者
又は消費者

店舗賃貸

家賃￥7700

仕入税額
控除OK

￥1000-￥700＝￥300を納付

仕入税額
控除NG

￥1000-￥0＝￥1000を納付
※登録事業者とは、国税庁に自社の情報を登録し、登録番号の発行を受けている課税事業者のこと

第１０章 消 費 税
2. インボイス（適格請求書）制度

43

店舗賃貸

オーナー オーナー賃借人

税理士法人スマートシンク



6. 経過措置第１０章 消 費 税
3. 経過措置

44

令和7年

税理士法人スマートシンク
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※贈与税の計算期間は、
毎年1月1日から12月31日までの１年間となります。

贈与税の基礎控除

生前贈与
もらう人ひとりにつき年間110万円

暦年贈与（原則） 親：贈与者 子：受贈者

第１１章 令和５年度税制改正について

45

1. 暦年贈与

改正点 相続開始前の生前贈与の加算期間延長

【改正内容】
（改正前） 相続開始前3年以内の生前贈与について相続財産に加算される。

（改正後） 相続開始前７年以内の生前贈与について相続財産に加算される。
ただし、延長した4年間（相続開始前3年超7年以内）の贈与は合計100万円まで相続財産に
加算しない。

【適用時期】
令和6年1月以後の贈与 について適用
令和9年1月以降の相続について影響がでてくる。令和13年以降の相続から7年間分の贈与が加算される。
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例：親から子へ2,500万円の現金贈与をした場合

父母・祖父母
（60歳以上）

子・孫
（20歳以上）2,500万円まで

贈与しても非課税

●相続時精算課税制度【特例】

（2,500万円 – 2,500万円 ）× 20％ ＝ 0円

特別控除

贈与時 相続時

相続税の
課税財産

生前贈与の
2,500万円

相続時点の財産

（例）
不動産、
株式、
預貯金、
etc…

制度の概要 親や祖父母から財産を贈与してもらう場合、この制度を適用すると2,500万円まで贈与税が非課税に
なります。 ただし、この制度を使って贈与された財産は相続発生時に相続財産に加算され、相続税の
課税対象となります。

46

第１１章 令和５年度税制改正について
2. 相続時精算課税制度
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第１１章 令和５年度税制改正について
2. 相続時精算課税制度

改正 相続時精算課税制度の使い勝手が向上

【改正内容】
（改正前） ・相続時精算課税制度を選択すると贈与額が少額であっても贈与の年ごとに申告が必要。

・相続時精算課税制度で申告した財産全てが相続時の相続財産に加算される。

（改正後） ①・暦年贈与とは別枠の110万円の基礎控除が新設された。
②・相続時精算課税制度を選択した場合でも、年間110万円（基礎控除額）以下の贈与に

関しては贈与税の申告が不要。
（ただし、相続時精算課税制度選択初年度の届出の申告は必要）

③・相続時精算課税制度選択後の毎年基礎控除額（年間110万円）差引後の金額を
相続財産に加算する。

【適用時期】
令和6年1月以後の贈与 について適用

相続時精算課税制度の注意点は主に３つ。
① 2023年税制改正により、2024年1月より暦年贈与とは別枠の110万円の基礎控除が新設された
② 課税の繰り延べに過ぎないこと。（相続時に併せて課税される）
③一度選択したら、贈与した親・祖父母が亡くなるまで取り消しはできない！
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2023改正 暦年贈与と相続時精算課税制度の改正比較

3．生前贈与 暦年贈与と相続時精算課税制度の改正（2023年税制改正）

（１）暦年贈与の改正

・ 亡くなる前7年間の贈与金額を加算するのは、

法定相続人（子）への贈与のみ

・ 孫や子の配偶者（嫁・婿）への贈与は加算の対象外

父から暦年贈与110万円の非課税枠、母から相続時精算課税110万円の非課税枠をそれぞれ適用し、

合計：年220万円の贈与税非課税枠を使うことができる。

（２）相続時精算課税の改正

・ 年110万円以下の贈与であれば、亡くなる前7年間
の贈与金額の加算は誰への贈与に対してもなし

第１１章 令和５年度税制改正について

48
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第１２章 令和６年度税制改正について
3. 居住用分譲マンション評価の改正

2024年以降の相続贈与から、居住用マンションの評価について、①築年数②総階数③所在階数
④敷地権持分狭小度などを加味し、2023年までの評価額を「区分所有補正率」で補正します。
タワーマンションだけではなく、全ての居住用マンションに適用されます。
築年数が浅いほど補正率は大きく、首都圏だと今までの1.5倍程度の増額が多いようです。



令和7年：所得税がかかり始めるラインが変わる

基礎控除
（58万円）

純
資
産

非課税

給与所得控除
（65万円）

123
万円

課税

非課税

基礎控除
（48万円）

給与所得控除
（55万円）

課税

103
万円

給与を
もらっている人が

受けられる

収入が
ある人が原則
受けられる

単身者

(社会保険料
なしの場合)

住民税の基礎控除は43万円で維持。
令和8年より住民税の給与所得控除は10万円上げて65万円に。

第１３章 令和７年度税制改正について
1. 基礎控除・給与所得控除の見直し（物価上昇に伴う調整）

50税理士法人スマートシンク
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第１３章 令和７年度税制改正について

「就業調整対策」の観点から、大学生年代の子等に係る新たな控除が新設されます。
19歳から22歳までの大学生年代の子の合計所得が85万円（給与収入150万円）までは、親が令和６年まで
の特定扶養控除（63万円）の所得控除が受けられ、それを超えた場合でも親が段階的に控除を受けられる
制度です。所得税は令和7年分以後、個人住民税については令和8年分以後の適用となります。

2. 特定親族特別控除（仮称）の新設

51

19歳～22歳

令和7年度税制改正は令和６年12月20日に発表されたものです。今後自由民主党、公明党および国民民主
党三党により協議が行われる見通しであり、内容が修正となる可能性もあるため、今後の三党協議や国会の
法案等を確認する必要があります。

税理士法人スマートシンク



ご清聴ありがとうございました

相続税･所得税･法人税対策を別の視点から見直してみませんか？

〒１６０－００２３
東京都新宿区西新宿１－８－１ 新宿ビルディング６階
TEL:０３－６３００－９５０１／FAX：０３－６３００－９５０２
MAIL : kikuchi@smtt.co.jp

■賃貸経営に特化した税理士が、次世代への承継に向けて資産形成の見直しのお手伝
いをします
■税金相談では下記の方がご相談できます。

 ○アパート経営をされている大家さんで法人化などの税金対策を考えられている方
 ○相続税の基礎控除縮小により相続対策を考えられている方
 ○相続が発生し相続税の申告が必要な方
 ○現在の不動産所得の申告に不安のある方
 ○老後の生活対策として住まいの買換えを検討されている方など
 ○実家や相続した不動産を売却されて負担する税金が気になっている方

■不動産税務・相続の最前線で数多くの経験を積んだプロの税理士が、相談員として
 対応いたします。

■税理士法人スマートシンクでは毎日税金相談を行っています。

税理士法人スマートシンク
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